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２．認定申請 
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  建築確認を併願する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．着工 
 

 

５．工事完了報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１：枠内の手続きは、低炭素建築物新築等計画の認定手続きをスムーズに行うための推奨例です。 

※２：建築工事の着工は、低炭素建築物新築等計画の申請の他に建築基準法に基づく確認済証の交

付及び関係法令の許可等が必要となります。 
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